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〈弥彦村・弥彦山山頂から佐渡ヶ島を望む〉

★（一社）新潟県計量協会第9回定時総会開催される

★会長のあいさつ

★経済産業大臣表彰受彰される

★新潟県知事表彰受彰される

★令和元年度会長表彰計量功労者表彰される

★理事会に代わる説明会開催される

★令和元年度収支計算書等について

★令和2年度各部会活動状況について（中間）

★計量ニュース

★指定定期検査機関検査業務について

★はかりの定期検査日程（令和3年度予定）について

★計量協会各部会長より

★会員のひろば

★計量検定所人事異動について

★計量検定所の組織

★一般社団法人新潟県計量協会組織図
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　第９回定時総会が５月26日（火）三条市横町２丁目
「餞心亭・お 乃ゝ」において 開催されました。今年は新
型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、できるだ
け会員へ議決権の行使を求めたうえ、少数出席で、当日
は、県産業労働観光部 橋本部長様（代理：産業労働部
産業政策課長）、県計量検定所西片所長様の来賓を迎
え、出席者12名、委任状369名の381名の出席で開催さ
れました。 
　総会に先立ち令和元年度計量関係功労者（別記）の
表彰式が行われました。 
　議長に大平会長を選出し、各審議事項について審議
されそれぞれ承認されました。続いて、報告事項につい
て説明が行われました。

〈審議事項〉
第１号議案 令和元年度会務事業報告について
第２号議案 令和元年度収支計算書（案）の承認及び

会計監査結果報告について
第３号議案 理事の補選について
第４号議案 会員提案議題について

〈報告事項〉
報告事項１ 令和元年度収支予算補正について
報告事項２ 令和２年度事業計画及び収支予算書に

ついて
報告事項３ その他について

（一社）新潟県計量協会
第9回定時総会開催される

【第9回定時総会】
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　 総会の開会にあたり一言ご挨拶申し上げます。田植

えも終わり鮮やかな若葉が目に付く季節となりました。

本日は月末のお忙しい中、また新型コロナウイルスの

影響が続いている中、ご参加いただき誠にありがとう

ございます。

　本日の総会には、ご来賓として新潟県産業労働部 産

業政策課 新井課長様、新潟県計量検定所 西片所長様

からご臨席頂きました。お二人には日頃から監督官庁と

してご指導いただいており、この場を借りまして感謝申

し上げます。

　本日は県内において、永年計量界のために貢献され

てきました方々の表彰が行われます。受賞される皆様

おめでとうございます。これからも当計量協会を宜しく

お願い致します。

　さて、令和２年は当協会にとりまして波乱の幕開けと

なりました。２月下旬頃から新型コロナウイルスの影響

が大きくなるにつれ、計画されていた事業を中止や開

催形態を変えて実施することになってしまいました。

　３月６日に開催を予定しておりました「第14回指定定

期検査機関の日」は開催時期を延期して計画しました

が、結果的に中止となり、とても残念でなりません。この

「指定定期検査機関の日」は、今から13年前の平成19

年３月６日に第１回が開催されました。当時は当協会が

指定定期検査機関として活動し始めた頃でしたので、

定期検査に初めて参加された計量士の方々は、戸惑う

ことが多かったと思います。検査に関わる計量士が一

堂に集まり、現場で感じたことや疑問に思ったことを解

決できる場として、たいへん貴重な会議でした。その意

義は問題点などがほとんどなくなった今も「指定定期

検査機関の日」の位置づけとなっております。

　また、3月27日と本日予定されておりました、２回の

理事会につきましても書面評決による「みなし理事会」

に変更せざるを得ませんでした。この２回の理事会に

つきましては、皆様のご協力により、提案された議案は

全て承認されております。

　昨年は金井顧問様が旭日双光章を受章されました。

また、島田副会長も（一社）日本計量振興協会会長表

彰を受賞されるなど、明るい話題が多かったのですが、

今年は新型コロナウイルスの影響から少し暗い話ばか

りになり、申し訳ございません。

　明るいニュースもあります。当協会の最大の事業で

あります定期検査が順調にスタートしたことです。連休

明けの５月７日から阿賀町を皮切りに開始されました。

新潟市も５月25日から中央区の巡回検査が始まりまし

た。これらの検査は、ソーシャルディスタンスなど、最近

話題の新しい生活様式を取り入れて実施される予定で

す。

　また、渡辺理事が５月28日に開催される（一社）日本

計量振興協会総会において会長表彰を受賞される予

定です。

　協会としましては、この新型コロナウイルスを乗り越

えて進んで行きたいと考えております。会員の皆様のご

協力を心からお願い申し上げ、開会の挨拶と致します。

会長あいさつ

（於）第9回定時総会
一般社団法人新潟県計量協会

　会　長

大 平　岳 男
（株式会社新潟計量システム
　　　　　　　代表取締役）
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　当協会会長の大平岳男氏（株式会社新潟計量システ
ム代表取締役社長）が全国計量器販売事業者連合会
会長推薦により、今年度の経済産業大臣表彰計量関
係功労者として、受彰されました。

　当協会会長の大平岳男氏（株式会社新潟計量システ
ム代表取締役社長）が今年度の新潟県褒賞規則第２
条の規定に基づき計量を通じて「商工業の振興に貢献
し顕著な功績があったもの」と認められ、去る11月17日

（火）新潟県自治会館において栄えある知事表彰を受
賞されました。

　（一社）日本計量振興協会の第９回定時総会が去る
５月28日東京都港区「ホテルインターコンチネンタル東
京ベイ」において開催されました。その席上で、当協会
理事の渡辺徹氏【シンワ測定㈱代表取締役社長】が会
長表彰を受賞されました。 

　令和元年度、計量四部会の計量関係功労者が第９
回定時総会の席上で表彰されました。
　受賞者は各部会に所属する事業所で、計量の適正
化、適正計量管理等において、日々努力をされており、
その事業所の発展に大きな貢献をされております。

≪功労者所属氏名≫

新潟県知事表彰受彰される

令和元年度（一社）日本計量振興協会

会長表彰計量功労者表彰される

令和元年度（一社）新潟県計量協会

会長表彰計量功労者表彰される経済産業大臣表彰受彰される

（計量器部会）

小林 憲一郎 氏
（㈱田辺喜平商店）

（計量管理部会）

小 林 隆 幸 氏
（日本製鉄㈱

東日本製鉄所直江津地区）

（計量証明部会）

冨 岡 靖 志 氏
（ミヤマ㈱上越工場）

（計量器部会）

山 口 幹 人 氏
（㈱新潟クボタ）

（計量管理部会）

金 川 洋 平 氏
（三菱ガス化学㈱新潟工場）

（計量士部会）

川 村 真 治 氏
（㈱新潟計量システム）

渡 辺 　徹 氏
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　５月26日(火)午後２時30分から、三条市「餞心亭・お 乃ゝ」において、「理事会に代わる説明会」が開催されました。
　本来ならば、令和２年度の第１回理事会を開催すべきところですが、新型コロナウイルスの感染起伏が続いてい
ることから、書面表決によるみなし理事会を開催し、議案は、全て承認をいただきましたが、大平会長から、３月の理
事会に続き２回続けて、みなし理事会での書面表決による理事会となってしまい、理事の方 と々顔を合わせることな
く、定時総会を開催することは、いかがなものかということで、第９回定時総会が開催される前に「理事会に代わる
説明会」が開催されました。
　説明内容は次の通りです。
　（1） 令和元年度会務事業報告について
 事務局から資料「令和元年度会務事業報告」に基づいて、説明が行われた。
　（2） 令和元年度収支計算書について
 事務局から、資料「令和元年度収支計算書」に基づいて、説明が行われた。
　（3） 専務理事の補選について
 事務局より、次のような説明が行われた。
　　　　「書面表決において、新専務理事に高橋宏明様をご承認いただいておりますが、前小島専務理事が令和２

年３月31日をもって退職いたしました。定款では、次期専務理事が決定し、引継ぎが終わるまでは、業務を
継続しなければならないことになっておりますが、本人の強い意志により、このことは叶いませんでした。

　　　　なお、理事の皆様から承認していただきました、新専務理事の高橋様の任
期は定款により、次の理事改選期までとなります。」

　　　続いて、新高橋専務理事から、次のような挨拶が述べられた。
 「書面表決により承認をいただきましてありがとうございます。私自身は、

まだ未熟者であり、本来であれば専務理事をお引き受けできるような人間
ではありませんが、色々な事情の中で協会の為に微力ながら精一杯頑張り
たいと思いますので、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。」

　（4） 令和２年度事業計画及び収支予算について
 事務局から、資料「令和２年度事業計画及び収支予算」に基づいて、説明が行われた。
　（5） 令和元年度　計量関係功労者受賞者への対応について
 事務局から、本日この後に開催される総会で表彰される方々の多くが、コロナの関係で欠席となりました。

役員の中から、後日改めて「お祝いの会」を開催してもらえないか、との提案があり、検討した結果、時期を
みて、新型コロナウイルスが終息したという条件が整いましたら、開催することで承認された。

　（6） その他
 事務局から、長年計量協会に貢献された小林顧問が、この度、当協会を退会されるとの説明があり、小林

顧問から次のような挨拶がなされた。
　　　　「小林でございます。本日は、貴重な時間をいただきまして、私事で大変恐縮ですが、３月末をもちまして計

量協会を退会させていただきたく、先般事務局へ退会届を提出いたしました。
　　　　振り返ってみますと、平成２年から協会の業務に携わりまして、32年の長

い間、皆様から支えていただき、今日に至ったわけでありますが、私の個人
的な理由を申しますと、家庭の事情、私の体力的な面もありまして今回決
断をいたしました。

　　　　本当に30数年間、長い間皆様から支えていただきまして誠にありがとうご
ざいました。最後になりますが、皆様のご健勝と協会の益々の発展を祈念
いたしまして、簡単ではございますがご挨拶とさせていただきます。」

（一社）新潟県計量協会
理事会に代わる説明会開催される

【挨拶する高橋専務理事】

【挨拶する小林顧問】
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令和元年度 収支計算書総括表
（平成31年４月１日から令和２年３月31日まで）
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貸 借 対 照 表
令和２年３月31日現在
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貸 借 対 照 表  内 訳 表
令和２年３月31日現在
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財　産　目　録
令和２年３月31日現在
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正味財産増減計算書
平成 31 年 4 月 1 日から令和２年 3 月 31 日まで
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財務諸表に対する注記

付属明細書



w w w . k a w a g u t i . j p  

k aw a gu t i @ s a g e . o c n . ne . j p  

955-0073 3-16 

TEL 0256-32-3731 
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【会員数について】
（令和元年３月現在）

部 会 区 分 名 計量器
部　会

計量管理
部　会

計量証明
部　会

計量士
部　会 計

１号会員
１級（特定計量器製造）
２級（同上以外製造）

7
2

5 12
2

２号会員
１級（特定計量器修理）
２級（同上以外修理）

38 6
1

44
1

３号会員
１級（質量計販売事業者）
２級（体温計、血圧計販売）
３級（１・２級以外販売）

211
68
10

5 216
68
10

４号会員
適正計量管理事業者
及び計量器使用事業所

53 53

５号会員
一般計量証明事業者 52 52

６号会員
計量士（一般） 5 34 39

合　　　　計 336 75 52 34 497

　各部会の事業計画に基づき活動しており、令和2年
度の活動について中間状況をお知らせいたします。

⑴　計量器部会実施事業について

①　計量記念日事業について
　11月１日の計量記念日を県民に広くPRするため、記
念日ポスターを県下全市町村に配布掲示し他に計量
協会会員の事業所及び店頭等に掲示しました。 
　また、県三条地域振興局の庁舎正面に期間中 PR用
懸垂幕を掲揚し、関係業界誌及び地元新聞に広告及び
関係記事を掲載するなど計量記念日及び計量思想の
普及啓発を図りました。

②　医療機関の体温計・血圧計の有料検査事業について
　県内の主な医療機関（病院等）に使用されている医
療用計量器（体温計）については、計量法に規定する定
期検査制度の義務付けがないことから、検査を希望す
る医療機関について、12月から2月に検査を実施いた
します。 
　また、昨年まで実施していた、血圧計の検査について
は、検査に使用する基準器の関係で、検査が出来なくな
るため、体温計の検査のみとなります。 
　なお、昨年度の検査内訳は次のとおりです。

令和元年度　医療機関精度検査結果内訳表

検査日 市町名 検査総数
不合格総数 体温計検査数 血圧計検査数

不合格率 検査個数 不合格個数 検査個数 不合格個数

2月3日 魚沼市国民健康保険
堀之内医療センター 22 1

4.5％ 13 1 9 0

2月4日 見附市立病院 54 0
− 18 0 36 0

2月7日 医療法人崇徳会
長岡西病院 371 3

0.8％ 275 1 96 2

2月14日 新潟県立加茂病院 126 2
1.5％ 73 2 53 0

2月25日〜
　26日 長岡赤十字病院 141 2

1.40％ 0 0 141 2

合　計 714 8
1.1％ 379 4 335 4

③　一般家庭用計量器精度無料検査事業について
　一般家庭及び保育所、学校、幼稚園で使用されてい
る、家庭用計量器（ヘルスメーター、キッチンスケール、
ベビースケール等）、体温計については、計量法で規定
される定期検査の対象から除外されています。このこ
とから不適格器物の使用を防ぐために、計量協会の事
業として、実施する市の協力を得て11月から12月に無料
で検査を実施しております。 
　なお、昨年度の検査内訳は次のとおりです。
令和元年度　家庭用計量器精度検査結果内訳表

検査日 市町名 検査総数
不合格
総数

不合格率

はかり検査数 体温計検査数 血圧計検査数

検査個数 不合格率 検査個数 不合格率 検査個数 不合格率

11月　
　15日 加茂市 232 9

3.8％ 31 3 158 6 43 0
11月　
　19日 燕　市 520 12

2.0％ 72 6 383 5 65 1
11月　
　21日 長岡市 135 5

3.7％ 30 4 33 0 72 1
12月　
　13日 上越市 145 0

− 76 0 36 0 33 0

合　計 1,032 26
2.5％ 209 13 610 11 213 2

令和２年度
各部会活動状況（中間）

【パネル等の展示】
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④　燃料油メーター検定申請代行事業について
　県内に燃料油メーター等（ガソリン計量器）を製造・
修理を行う事業者の検定申請業務を代行して、事業者
の利便を図ることを目的として行っております。  
〔申請代行業務内訳〕	 （令和2年11月現在）

計 量 器 の 種 類 申請台数

自動車等給油メーター 728

小型車載燃料油メーター 188

大型車載燃料油メーター 106

液化石油ガスメーター 6

簡 易 燃 料 油 メ ー タ ー 2

合 計 1,030

⑵　計量管理部会実施事業について

①　計量管理月間事業について
　11月１日から30日までの１カ月間を、計量管理強調
月間として、会員に対して計量管理意識の向上を図る
ために、会員からポスター並びに標語を募集して、部会
理事会で審査を行い入選した作品を印刷して、各会員
へ配布しました。

◎ポスター
［入選］三菱ケミカルハイテクニカ㈱
　　　　上越テクノセンター　　　　堀内祐志  様

［佳作］岩塚製菓㈱　　　　　　　　　辻　幸夫  様
［佳作］信越化学工業㈱直江津工場　　小林真緒  様
［佳作］日揮触媒化成㈱新潟事業所　　込山千恵  様

◎標　語
［入選］三菱ケミカルハイテクニカ㈱
　　　　上越テクノセンター　　　　高山和子  様
「ルールを守り愚直に実践、正しい計量	得られる信頼」

［入選］三菱ガス化学㈱新潟工場　　　風間　良  様
「変る時代と変わらぬ品質	信頼紡ぐ	計量管理」
［佳作］三菱ケミカルハイテクニカ㈱
　　　　上越テクノセンター　　　　山本臣仁  様
「正しい計量	大きな安心	品質支える計量管理」
［佳作］新日本電工㈱妙高工場　　　　霜鳥祐一  様
「清掃よし	ゼロ点よし	風袋よし	きちんと計量よいかヨシ！！」
［佳作］三菱ガス化学㈱新潟工場　　鷲津新一朗  様
「正しく計量	正しく生産	繋がる信頼」

②　機関誌（計量管理）の発行について
　年に２回、９月と３月に管理部会の機関誌を発行して
おり、今年は９月に第195号を発行して、全部会員へ配
布しました。

⑶　計量証明部会実施事業について
①　計量証明用はかり（一般）検査事業について
　計量証明事業に使用する計量器（質量計・トラックス
ケール）については、計量法の規定により２年ごとの定
期検査が義務付けられております。 
　当部会で、希望する会員に対して、効率的かつ経済的
に代検査方式で検査を実施し、会員の利便を図ってお
ります。 
　 今 年度は、10月9日
から16日の8日間で実
施しました。例年、台風
等の天候の心配をする
中での検査ですが、今
年度は天候に恵まれて、
関係事業所のご理解とご協力によりまして、無事に検
査を実施することが出来ました。

【入選標語】

【
入
選
ポ
ス
タ
ー
】

【計量証明検査】
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〔検査内訳〕

検査期日 計量器の内訳 ハカリの能力 検査台数

10月９日
　〜 16日

トラックスケール
（電気式きかり ·　　　

その他の手動はかり）

24.990kgt　
　　　〜 60t 19

②　一般主任計量者等講習会事業について（令和元年度事業）
　主任計量者等を対象にした講習会を開催して、計量
証明事業の円滑な推進を図りました。
〇開催日時　令和２年２月27日（木） 
〇開催場所　県三条地域振興局　第１会議室
〇テーマ並びに講師
　　「大型はかりについて」
　　　　株式会社田中衡機工業所　　設楽　一雄 氏
〇受 講 者　33名

⑷　計量士部会実施事業について
①　質量計代検査事業について
　計量士部会に関連を持つ事業所及び部会所属の計
量士の協力により、県内の企業で使用されている計量
器（はかり）について定期検査（代検査）を実施していま
す。
〔検査内訳〕	 （令和2年10月現在）

計量器の種類 検査台数

電気式はかり（大型）　 ４９８

電気式はかり（小型） ７０８

台手動はかり（大型） ２０

台手動はかり（小型） ４８

手動指示併用はかり ４

指示はかり １５７

等比皿手動　　 ０

②　材料試験機検査事業について
　県内のコンクリート製品製造事業所及び工作機械

製造事業所で使用されている各種試験機について、当
部会所属の計量士が検査を実施しています。
〔検査内訳〕	 （令和2年10月現在）

試験器の種類 検査台数

圧縮試験機 ４

引張試験機 ６

曲げ試験機 ２

万能試験機 ３

③　日本郵政グループ計量管理業務委託事業について
　日本郵政グループから計量管理業務を（一社）日本
計量振興協会が受託し、新潟県内の郵便局等の計量
管理業務を新潟県計量協会に委託されて、計量管理
規程に従い、検査を実施しております。
　今年度は、長岡市、佐渡市、上越地区、中越地区の13
市6郡を7月から11月に、当部会の計量士が臨局して検
査を実施しております。
〔検査内訳〕	 （令和2年10月現在）

日本郵便㈱
合計

郵便局 簡易局 分室 旧集配
センター

215 58 1 19 293

④　計量管理業務受託事業について
　会員事業所の依頼により、当部会所属の計量士を派
遣し適正な計量管理業務を実施しております。
　派遣事業所　11事業所　　派遣計量士　8名

⑤　「計量ジャーナル」と「計測管理と計量管理」の配布について
　（一社）日本計量振興協会が発行する「計量ジャーナ
ル」と「計測管理と計量管理」　を部会員へ配布しまし
た。

⑸　各部会共通実施事業について
新計会報（機関誌）第22号の発行について（令和元年度版）
　協会各部会の事業等及び計量関係法令等の情報を
提供するとともに、計量関係の知識の啓発を図るため
年1回協会の新計会報（機関誌）を発行して協会会員全
員に配布しています。

【一般主任計量者等講習会】
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　新潟県計量検定所では、計量法の「計量の基準を定め、適正な計量の実施を確保し、
もって経済の発展及び文化の向上に寄与すること」の目的に基づき、日々業務を行って

います。
　新潟県内の「はかる」ということに関し、質問や不明な点がございましたら、お気軽に次の連絡先までお問い
合わせください。
新潟県計量検定所　〒 955-0046　三条市興野１−13 − 45　☎ 0256-36-2240　FAX 0256-36-2249
【E-mail】ngt051010@pref.niigata.lg.jp　【ホームページ】https://www.pref.niigata.lg.jp/site/keiryo/

　非自動はかりを取引・証明（例：肉や魚などのグラム売り、薬局等の調剤、宅配便等
の運賃算出など）を目的に使用する方は、２年に一度定期検査を受けなければなりま

せん。受検せずにはかりを使用すると、50 万円以下の罰則を受ける場合があります。新潟県では、２年に一度
市町村（新潟市、長岡市、上越市を除く）ごとに検査場を設置して検査を行っております。日程等につきましては、
新潟県計量検定所まで、お問い合わせください。

　新潟県計量検定所では、毎年様々な立入検査を実施しています。不正のあった事業
所に対しては正量取引を実施するように指導を行いました。令和元年度の立入検査実

績は、次のとおりです。

計量検定所について

はかりの定期検査

立入検査の実績

計 量 ニ ュ ー ス

新潟県計量検定所からのお知らせ

市町村数

10市町村

検査事業者数 不良事業者数 検査個数 不良個数 備　考

２９ １ ５５ ９ 改善勧告１件

市町村数

２市

検査事業者数 不良事業者数 管理個数 検査個数 不良個数 備　考

２ ０ ７２ ３０ ０

市町村数

４市村

検査事業者数 不良事業者数 管理個数 検査個数 不良個数 備　考

３ ０ １０８,５５９ ９０ ０

市町村数

前期５市

後期５市町

計

検査事業者数 不良事業者数 検査個数 正量個数 過量個数 不良個数 備　考

３０ ６ ８４７ ８１８ ２ ２７

２６ ５ ６７２ ６５９ ０ １３

５６ １１ １,５１９ １,４７７ ２ ４０

令和元年６月24日～令和元年８月21日（９日間）中元時期
令和元年10月７日～令和元年12月11日（８日間）歳暮時期

実施時期商品量目立入検査

※スーパー・一般小売店などで使用されている「はかり」が、正しく使用され、商品の内容量が正しく表記されているかどうかの検査を実施。
　内容量が不足していた商品は、その場で再計量を指示し、再発防止の指導を行いました。

令和２年３月２日～令和２年３月11日（４日間）実施時期燃料油メーター立入検査　

※ガソリンスタンド等で使用される燃料の量をはかる計量器の有効期限等の検査を実施。

実施時期 令和元年11月22日～令和元年12月３日（２日間）ガスメーター立入検査

※ガス販売店で管理されている戸別の有効期限等が記載された計量器の管理状況と現地での現物確認等の検査を実施。

実施時期

※水道事業者で管理されている戸別の有効期限等が記載された計量器の管理状況と現地での現物確認等の検査を実施。

令和元年10月18日～令和元年10月23日（２日間）水道メーター立入検査
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　昨年４月１日から第１弾自動はかり（自動捕捉式はかり）の検定制度が開始しましたが、令和２年４月１日から、 
第２弾自動はかり（ホッパースケール、充填用自動はかり、コンベヤスケール）	の検定制度が開始しました。
　これにより、特定計量器のうち全ての自動はかりの検定が開始されたことになります。
　実際の検定については、過日、指定検定機関の指定申請の考え方が公表され、今後順次指定検定機関が指定
されて運用開始までに実施されることになりますが、検定の有効期間等についてまとめましたのでご紹介します。

※　検定の有効期間と次回検定時期
自動はかりの有効期間は、検定を行った次の年度の４月１日から起算して２年間（適正計量管理事業所で使
用したものは６年間（変更届出後に適用））となるため、検定証印に記された有効期間内に次回の検定を受検し、
合格する必要がある。

第２弾自動はかりの検定制度が開始しました
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目　次

１．自動はかりの定義について	 ：　Ｑ１－１	～		Ｑ１－10
２．自動はかりの製造等について	 ：　Ｑ２－１	～		Ｑ２－２
３．自動はかりに係る届出等について	 ：　Ｑ３－１	～		Ｑ３－６
４．検定について（⼀般）	 ：　Ｑ４－１	～		Ｑ４－９

Ｑ＆A

１．自動はかりの定義について
Q１－１ 「自動はかり」とは。

A１－１ 　自動はかりとは、「計量結果を得るために所定のプログラムに従って動作し、計量過程で操作者の介在を必要としないはかり。」に該当するはか
りのことを言います。
　操作者の介在とは、単純な被計量物の載せ降ろしをする行為のみではなく、内容量などが目的の設定量か否かの判断や、設定量に達するため常
に手動で操作することなどを言います。
　計量法上の特定計量器は、取引又は証明に使用するか否かに関わらず、計量法施行令第２条に規定されています。

　◦自動捕捉式はかり
　◦ホッパースケール
　◦コンベヤスケール
　◦充填用自動はかり
　◦その他の自動はかり
　上記の自動はかりのうち、その他の自動はかりを除く４つの自動はかりを総称して、４機種の自動はかりと言います。そのうち自動捕捉式はか
りを第１弾自動はかり、ホッパースケール、コンベヤスケール及び充填用自動はかりを第２弾自動はかりと位置付けています。

　構造上、自動はかりと判断されるはかりであっても、既に非自動はかりとして承認された承認型式は、今後も非自動はかりとして検定及び定期
検査を受けていただくこととなります。
　ただし「Ａ１－７」に示す基準日までに製造されている場合は、既に検定及び定期検査を受けたものに限ります。また、改造等を行った場合
は、自動はかりとして計量法上の技術基準に適合しなければならない可能性があることにもご留意ください。

Q１－２ 自動捕捉式はかりとは。

A１－２ 　自動捕捉式はかりとは、JIS	B7607:2018	の適用範囲及び定義に「個別の物体の質量又はバラ状の物体の⼀塊の質量を計量する自動捕捉式は
かり（自動重量選別機、質量ラベル貼付機及び計量値付け機の総称）。」と規定される自動はかりのことを言います。

　自動捕捉式はかりは、下記の呼称で分類されています。

自動重量選別機：異なる質量の物体（例えば、包装商品）を、その質量と基準設定値との差に応じて複数サブグループに分類する自動はかり
質量ラベル貼付機：事前に寄せ集めた個別の物体（例えば、包装商品）の質量の計量値のラベルを貼り付ける自動はかり
値付け機：事前に寄せ集めた個別の物体（例えば、計量値、単価及び料金付き包装商品）の表示質量及び単価を基に料金を計算してラベルを貼り

付ける自動はかり

Q１－３ ホッパースケールとは。

A１－３ 　ホッパースケールとは、JIS	Ｂ7603:2019	の適用範囲及び定義に「ホッパー形状の荷重受け部で、バルク製品（ばら荷の状態の製品）を分割
計量し、再びバルク製品へ戻す自動はかり。」と規定される自動はかりのことを言います。

　ホッパースケールは、その計量動作に応じて、下記の呼称で分類されています。

不定量計量方式：所定量に相当する量ずつバルク製品を分割計量し、その積算値を計量値とする計量方式
正味量演算計量方式：計量ホッパーに供給された質量及び排出後に計量ホッパーに残った質量を計量して、その差の積算値を計量値とする方式
定量計量方式：⼀つの所定量を設定し、その設定した所定量を繰り返し計量する方式
累積計量方式：異なる非計量物を、それぞれ設定した所定量に対応して、順次⼀つの計量ホッパーで累積して計量する方式
総量計量方式：所定量と総量設定量とを設定し、所定量付近の不定量積算計量を複数回行い、最終的に総量設定量を目標値として計量する方式

で、総量設定量を計量値とするもの

　次の構造の自動はかりはホッパースケールに該当適用しません。

◦動きながら計量する自動はかり
　例：計量ホッパーが異動する構造の自動はかり
　　　被計量物が移動した状態で計量する自動はかり

◦袋などの容器に充塡する機能を持つ自動はかり
◦複数の容器で各々計量したものを組み合わせて充塡する機能を持つ自動はかり

Q１－４ 充塡用自動はかりとは。

A１－４ 　充塡用自動はかりとは、JIS	Ｂ7607:2018	の適用範囲及び定義に「製品の個々の質量を自動計量して、所定質量ごとに充塡する自動はかりの
うち、⼀定質量の製品を袋・容器（フレキシブルコンテナに充塡するものは除く。）に充塡することを意図したもので，供給装置・制御装置・排
出装置を含むもの」と規定される自動はかりを言います。

※今後、適用範囲が変更されることもあることにご留意ください。

Q１－５ コンベヤスケールとは。

A１－５ 　コンベヤスケールとは、JIS	B7607:2018	の適用範囲及び定義に「搬送装置の動きを中断することなく、バルク（ばら荷）状態の製品の質量
を、その製品に働く自由落下の加速度（重力）の作用とベルト速度との組合せによって連続計量するベルトコンベヤ型の自動はかりであって、単
速度ベルトコンベヤ、可変速度ベルトコンベヤ又は他速度ベルトコンベヤとともに使用することを意図したもの」と規定される自動はかりを言い
ます。

　次の構造のものは除きます。

◦輸送量積算を主目的とせず、定量供給を主目的とするもの[例えば、発電所の燃焼設備に固体燃料を供給するための装置であり、同時に供給量
も補助的に表示（積算値表示）している固体燃料供給装置]

◦積算した質量表示がなく、その他の表示（例えば、流量、速度、周波数）をするもの

自動はかりＱ＆Ａ（令和２年７月版）
平成28年度計量行政審議会答申（今後の計量行政の在り方－次なる10年に向けて）により計量制度
の見直しが行われたことに伴い、自動はかりが特定計量器に追加されました。一般的な質問等をＱ
＆Ａにまとめたものを示します。ここに記載されたものは一般的な自動はかりの判断の参考にして
いただくとともに、個々に判断が必要な計量器があることにもご留意ください。
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Q１－６ その他の自動はかりとは。

A１－６ 　その他の自動はかりとは、４機種の自動はかり以外の自動はかりのことを言います。４機種のそれぞれの定義から除外された自動はかりも該当
します。
　ただし、４機種に該当する以外のはかりにおいて、非自動はかりと判断されるものもある事にご留意ください。

Q１－７ 既に使用されている又は新規の自動はかりのどちらに該当するか。

A１－７ 　計量法施行令附則（平成29年６月21日政令第163号抄）第２条の規定により、検定証印が付されていない特定計量器であって、それぞれの基
準日前から取引又は証明における法定計量単位による計量に使用されているものを、既に使用している自動はかりとして定められています。

　基準日を以下に示します。

第１弾自動はかり：2022	年（令和４年）４月１日
第２弾自動はかり：2023	年（令和５年）４月１日

　新規の自動はかりは、基準日以降に製造された特定計量器、及び、基準日以前に製造されたが基準日以降に取引又は証明に用いる場合は、検定
に合格したものを使用しなければならないこととなります。基準日以前であっても技術基準に適合した特定計量器を製造し、型式承認表示を付し
た特定計量器の検定においては新規自動はかりの技術基準が適用されることなります。

Q１－８ 2022年３月31日より前に、型式承認表示が付された自動捕捉式はかりを新規購入した場合、その自動捕捉式はかりは新たに使用する自動はかり
となるか。

A１－８ 　型式承認表示が付された自動はかりは、検定を受験する時期がいつであっても、新たに使用される自動はかりの技術基準が適用されます。基準
日前より取引又は証明に使用されている自動捕捉式はかりであれば、既使用の自動はかりと同様に2025年３月31日までに検定に合格すれば、そ
の後も取引又は証明に使用することができます。型式承認表示が付されている自動はかりは、既使用の自動はかりであっても確認済証は貼付され
ません。

Q１－９ 特定計量器に自動はかりが追加されたが、特定計量器に該当しない自動はかりであれば、改訂されたJIS	関連の計量要件・技術要件・試験方法等
を厳守する必要は無いか。

A１－９ 　特定計量器とは、取引又は証明に使用するかに関わらず、外形的に定められた計量器のことを言います。
　計量法施行令第２条に定められる計量法上の特定計量器である自動はかりについては、各関係JIS	に定められた適用範囲及び定義に該当する計
量器のことを言います。以下に示します。

　◦自動捕捉式はかり	JIS	B7607（2018）
　◦充塡用自動はかり	JIS	B7604（2019）
　◦ホッパースケール	JIS	B7603（2019）
　◦コンベヤスケール	JIS	B7606-1	及びJIS	B7606-2（2019）
　　※	(　)内は2020年３月末現在の最新版が発行された西暦

　上記JIS	の適用範囲及び定義に該当しない自動はかりにあっては、「その他の自動はかり」として特定計量器に該当することとなります。
　取引又は証明に使用される自動はかりを製造する場合は、計量法上の技術基準に適合するものを製造し、指定検定機関等が行う検定に合格しな
ければならないこととなります。
　使用する場合にあっても同様に、検定に合格し、検定証印等が付されたものを使用しなければならないこととなります。
　取引又は証明に使用されない自動はかり及びその他の自動はかりを製造する場合であっても、計量法第43条の規定に基づき、当該計量器を出
荷する前に検査を行う義務があることにご留意ください。この場合は、必ずしもJISの基準を満たしていることが求められているわけではありま
せん。
　使用される場合にあっては、計量法第10条の規定により、正確な計量に努めていただくこととなります。

Q１－10 使用方法が、充塡用自動はかり及びホッパースケールのどちらにも該当する場合は、どちらの自動はかりを使用すればよいか。

A１－10 　新規自動はかりにあっては、製造事業者が意図した使用方法の技術基準に適合するように製造しています。銘板に記載される計量器名に適した
方法により使用していただくこととなります。検定を申請する場合も、記載される計量器名の区分で検定を受けていただくこととなります。

２．自動はかりの製造等について
Q２－１ 自動はかりを製造するとは、どんな行為を指すのか。

A２－１ 　計量法では、「製造」とは「計量器を完成させること」と解釈されています。すなわち、部品の製造はもとより、特定計量器を完成する工程以
外の工程は、たとえ、その工程が全工程の圧倒的な部分を占めていようが、製造という概念には含まれないと解釈されています。
　併せて、計量行政室ＨＰ上に「自動で質量をはかる計量器（自動はかり）を使用・製造・修理されている皆様へ」及び「自動はかりの製造事業
者について（平成30年９月版）」が掲載されていますので、ご確認ください。

Q２－２ 製造している自動はかりは、どの計量器に該当するか。

A２－２ 　製造事業者が自動はかりを製造する場合は、事業者が意図した使用方法により、どの計量器を製造するかの判断が必要となります。取引又は証
明に使用される場合は、各自動はかりの計量法上の技術基準に適合しているものでなければなりません。
　既に使用されている自動はかりがどの計量器に該当するかの指針は、計量行政室ＨＰ上に「簡易判別フローチャート」が掲載されています。
　併せて、「自動はかりの製造事業者について」にも掲載されていますので、ご確認ください。
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３．自動はかりに係る届出等について
Q３－１ 自動はかりの製造を行う場合、関連する法令は何か。

A３－１ 　自動はかりの製造を事業として行う場合（ただし、自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の製造の事業を行う者は、
届出の必要ありません。）、製造事業の届出を行っていない事業者にあっては、計量法第40条の規定より、その事業の区分ごとに都道府県知事を
経由して経済産業大臣に届出を行っていただくこととなります。

　製造事業者に係る主な関係法令を以下に示します。

　◦計量法第41条（承継）
　◦計量法第42条（変更の届出等）
　◦計量法第43条（検査義務）
　◦計量法第44条（改善命令）
　◦計量法第45条（廃止の届出）
　上記は関係する法令の⼀部を抜粋しています、その他関連する法令及び規定等をご確認ください。
　関連規定等の⼀部を以下に示します。

　◦計量法施行規則第５条（事業の区分）
　◦計量法施行規則第６条（事業の届出等）
　◦計量法施行規則第７条（変更の届出等）
　◦計量法施行規則第８条（検査義務）
　製造した特定計量器の型式の承認を受ける場合は

　◦計量法第76条（製造事業者に係る型式の承認）
　◦計量法第77条（承認の基準）
　◦計量法第79条（変更の届出等）
　◦計量法第80条（承認製造事業者に係る基準適合義務）

Q３－２ 非自動はかりの届出製造事業者だが、自動はかりの製造事業者の届出も必要か。

A３－２ 　現在、非自動はかり等の届出製造事業者であっても、４機種の自動はかり及びその他の自動はかりを製造する事業者にあっては、計量法第40
条の規定に基づき、取引又は証明に使用するか否かに関わらず、計量法施行規則第５条で定める事業の区分ごとに届出が必要です。

Q３－３ 自動はかりの修理を行う場合、関連する法令は何か。

A３－３ 　自動はかりの修理を行う事業として行う場合（ただし、自己が取引又は証明における計量以外にのみ使用する特定計量器の修理の事業を行う者
は、届出の必要はありません。）、修理事業の届出を行っていない事業者にあっては、計量法第46条の規定より、その事業の区分ごとに都道府県
知事を経由して経済産業大臣に届出を行っていただくこととなります。

　修理事業者に係る主な関係法令を以下に示します。

　◦計量法第47条（検査義務）
　◦計量法第48条（改善命令）
　◦計量法第49条（検定証印の除去）
　上記は関係する法令の⼀部を抜粋しています。その他関連する法令及び規定等をご確認ください。
　関連規定等の⼀部を以下に示します。

　◦計量法施行規則第10条（軽微な修理）※
　◦計量法施行規則第11条（簡易修理）※
　◦計量法施行規則第12条（型式承認表示を除去しない修理等）※
　◦計量法施行規則第13条（準用）
　※　自動はかりの修理、軽微な修理及び簡易修理等については、機種ごとのJIS	附属書に記載しています。

Q３－４ 非自動はかりの届出製造事業者だが、自動はかりの修理事業者の届出は必要か。

A３－４ 　現在、非自動はかり等の届出製造事業者であっても、４機種の自動はかり及びその他の自動はかりの修理の事業を行う場合は、計量法第46条
の規定に基づき、事業の区分ごとに届出が必要です。

Q３－５ 適正計量管理事業所だが、自動はかりを所持している場合、届出等は必要か。

A３－５ 　計量法第127条に規定されるとおり、適正計量管理事業所は使用する特定計量器の名称等や計量管理の方法に関する事項を、都道府県知事を経
由して経済産業大臣に提出します。計量法第62条（同法第133条で準用する）の規定により経済産業大臣に提出した記載事項に変更があった場
合は、都道府県知事を経由して遅滞なく届け出なければならないこととなります。
　自動はかりが計量法上の特定計量器に追加されたため、自動はかりを所有している場合は、記載事項の変更届出が必要になります。
　適正計量管事業者に関する指針を、計量行政室のＨＰ上「計量制度の見直しに伴う適正計量管理事業省の留意事項」に記載されています。

Q３－６ 自動はかりを使用している適正計量管理事業所は変更届を出す必要があるが、その際、計量管理規程も変更する必要はあるのか。

A３－６ 　適正計量管理事業所が今後、自動はかりの定期的な自主検査を実施するにあたり、従来の計量管理の体制（組織）や方法（設備等）などを変更
する必要があって、その結果、従来の計量管理規程の内容に変更が生じる場合は、変更されるべきと考えます。
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４．検定について（制度・料金等）
Q４－１ 全ての自動はかりが検定の対象となるのか。

A４－１ 　自動はかりの使用者において、検定の対象となる４機種の自動はかりに該当し、かつ当該自動はかりを取引又は証明に使用する場合は、検定の
対象となります。

Q４－２ 既に使用している自動はかりを取引又は証明に使用している場合は、いつまでに検定を受ければよいか。

A４－２ 　計量法施行令附則（平成29年６月21日政令第163号抄）第２条の規定により、既に使用されている第１弾自動はかりについては、2025年（令
和７年）４月１日まで、第２弾自動はかりについては、2026年（令和８年）４月１日までに検定に合格すれば、その後も取引又は証明に使用で
きることとなります。
　なお、上記年月日までに検定に合格しなくとも、取引又は証明に使用しなければ問題ありません。取引又は証明に用いる場合は、事前に検定に
合格する必要があります。

Q４－３ 検定はどこに申請すればよいか。

A４－３ 　計量法施行令別表第４第２号ハに規定されているとおり、指定検定機関又は産業技術総合研究所となります。
　指定検定機関は、計量行政室のＨＰに検定を行う計量器の種類及び地域が掲載される予定です。

Q４－４ 確認済証とは。

A４－４ 　特定計量器検定検査規則附則（平成29年９月22日経済産業省令第70号）第２条の規定により、既に使用されている自動はかり（その他の自動
はかりを除く）であって、最初の検定に合格した場合、検定証印等とは別に確認済証を付するものと規定されています。
　検定に合格した場合、検定を行った指定検定機関等が当該計量器へ確認済証を貼付することとなります。

Q４－５ 定期検査は必要か。

A４－５ 　定期検査が該当する計量器は、計量法施行令第10条第１項に規定される特定計量器（非自動はかり、分銅及びおもり）になります。
　自動はかりの検定有効期間は２年となり、有効期間を経過する前に再度検定を受けていただくこととなります。ただし、計量法第127条第１項
の指定を受けた適正計量管理事業所において使用する自動はかりは、検定有効期間は６年となります。

Q４－６ 使用している自動はかりがリース品の場合、事業者（使用者）とリース業者（所有者）のどちらが検定申請者となるか。

A４－６ 　法令上は検定の申請者について具体的な規定はありません。リース事業者又はユーザーから検定の申請は可能です。どちらが検定を受検するか
については、当事者間の取り決めによることとなります。

Q４－７ 充塡用自動はかりを使用して、密封製品の製造をしている。密封された製品はその後、自動捕捉式はかりで内容量の最終確認を行っている。どち
らのはかりの検定を受検すればよいか。

A４－７ 　製品の内容量表記について、どちらの特定計量器を使用して最終検査を行っているかにより、検定の申請を行う特定計量器が異なることとなり
ます。内容量の最終検査を行っている特定計量器の選択は、申請者の判断になります。Ｑ４－７の内容であれば、⼀般的には、最終確認を行って
いる自動捕捉式はかりが該当するものと思われますが、充塡用自動はかりの計量値を最終検査とし、自動捕捉式はかりで欠品等の確認を行ってい
ると判断されても問題ありません。
　充塡用自動はかり及び自動捕捉式はかりともに検定を受検することも可能です。

Q４－８ 指定検定機関の検定手数料はどうなるのか。高額となり負担増となるのでは。

A４－８ 　指定検定機関の検定手数料は、民間団体である指定検定機関が市場競争の中で個別に決定することとなります（認可制）。なお、産業技術総合
研究所における検定手数料は、⼀部の計量器を除き手数料令で規定されています。
　これが⼀定の参考になります。

Q４－９ 適正計量管理事業所の指定を廃止した場合の自動はかりの有効期間の取扱いについて、検定から２年を経過していた場合には、適管の廃止届の提
出と同時に自動はかりの検定の有効期間が超過しているとの扱いとなるのか。

A４－９ 　適正計量管理事業所の廃止と同時に自動はかりの有効期間は２年となり、前回検定から２年を経過した場合には有効期間超過となます。当該自
動はかりについては、取引又は証明に使用した場合、法第16条の違反になります。
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新潟県指定定期検査機関検査業務について

　令和２年度の新潟県指定定期検査機関の検査は、５
月７日阿賀町を皮切りに、９市３町２村の検査を実施し
ております。

〔実施市町村〕
　阿賀町、阿賀野市、胎内市、五泉市、聖籠町、南魚沼
市、新発田市、加茂市、魚沼市、湯沢町、村上市、関川村、
佐渡市、粟島浦村

〔検査日数〕
　５月〜 10月　（集合検査）
　11月〜２月 　（所在場所検査）

〔検査戸数等〕
　2,317戸　6,619個（分銅を含む）（10月末現在）

新潟市指定定期検査機関検査業務について

　令和２年度の新潟市指定定期検査機関の検査は、5
月25日新潟市中央区を皮切りに検査が行われました。

〔実施地域〕
　中央区（東出張所及び南出張所館内を除く）、西区

（黒埼出張所館内を除く）、秋葉区（全域）、南区（月潟・
味方出張所を除く）、北区（松浜出張所、南浜・濁川連絡
所管内を除く）、江南区（曽野木・両川・大江山連絡所管
内を除く）

〔検査日数〕
　５月〜 11月

〔検査戸数等〕
　1,422戸　4,032個（分銅を含む）

長岡市指定定期検査機関検査業務について

　令和２年度の長岡市指定定期検査機関の集合検査
は、８月24日〜９月18日の20日間にわたって行われまし
た。

〔実施地域〕
　旧長岡市、旧山古志村、旧川口町

〔検査日数〕
　集合検査　20日間　　所在場所検査　7日間

〔検査戸数等〕
　619戸　2,095個（分銅を含む）

指定定期検査機関検査業務について

【新潟県指定定期検査機関】

【長岡市指定定期検査機関】
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　取引・証明に使用している「はかり」は、２年毎に定期
検査を受けなければなりません。 新潟県では、令和３
年度の定期検査を別表のとおり実施いたします。 
ただし、今後日程については市町村との協議により変
更もあり得ます。

〔別表〕
【検査市町村・検査日程】

実施市町村 担当課 検査日程

西蒲原郡弥彦村 観 光 商 工 課 5/7

見 附 市 地 域 経 済 課 5/10 〜 5/13

燕 市 商 工 振 興 課 5/17 〜 5/28（土日曜を除く）

南蒲原郡田上町 産 業 振 興 課 6/3 〜 6/4

小 千 谷 市 商 工 観 光 課 6/9 〜 6/16（土日曜を除く）

柏 崎 市 商 業 労 政 課 6/22 〜 7/6（土日曜を除く）

刈 羽 郡 刈 羽 村 産 業 政 策 課 7/7

妙 高 市 観 光 商 工 課 7/12 〜 7/23（土日曜・祝日を除く）

糸 魚 川 市 商 工 観 光 課 8/3 〜 8/6
8/16 〜 8/27（土日曜を除く）

中魚沼郡津南町 観光地域づくり課 8/31 〜 9/1

十 日 町 市 産 業 政 策 課 9/2 〜 9/17（土日曜を除く）

三島郡出雲崎町 産 業 観 光 課 9/27 〜 9/28

三 条 市 経済部商工課 10/5 〜 10/22（土日曜・祝日を除く）

【担当課】
　新潟県計量検定所　業務課
　ＴＥＬ　０２５６−３６−２２４３

◎特定市の定期検査
〈新潟市〉
【検査地域】
　北区（北出張所、濁川及び南浜連絡所管）、東区（全
域）、中央区（東及び南出張所管内）、江南区（大江山、
両川及び曽野木連絡所管内）、南区（味方及び月潟出張
所管内）西蒲区（全域）、西区（黒埼出張所管内及び四
ツ郷屋地区）
【検査日程】
　未定
【担当課】
　新潟市市民生活部生活課消費生活センター
　ＴＥＬ　０２５−２２８−８１０２（直通）

〈長岡市〉
【検査地域】
　旧栃尾市、旧寺泊町、旧与板町、旧越路町、旧三島町、
旧和島村、旧小国町、旧中之島町
【検査日程】
　未定
【担当課】
　長岡市商工部　工業振興課　工業振興係
　ＴＥＬ　０２５８−３９−２２２２

〈上越市〉
　上越市全域

【検査日程】
　未定
【担当課】
　上越市産業観光部　産業振興課　産業政策係
　ＴＥＬ　０２５−５２６−５１１１（内線１２７０）

はかりの定期検査日程（令和３年度予定）について
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　計量器部会長の田中でございます。
　会員の皆様には、日頃より協会事業の運営につきましては、ご理解とご協力を賜りまして心より感謝申し上げま
す。
　今年は、新型コロナウイルスにより、私は全ての出張がキャンセルとなり、その替りに日々ネット会議をおこなって
おり、逆に効果が上がったように思います。
　この会報を通じて、会員の皆様に意味ある内容をお伝えしたいと考えました。
　弊社では「計量の世界でも技術革新が始まりつつある」と感じており、未来に向けた私たちの取組や考えなどを
お伝えしたいと思います。
　つきましては、内容的に技術に明るく最先端の取組を行っております、

　弊社、開発部　天野課長が執筆いたします。
　「はかりは正しい値を計れて当たり前。」すでにそのような時代が来て長い年月が経つ。しかし、
その裏では常に管理に対する改善と挑戦の連続であったことは、はかり業界では常識である。
　日本の発展とともに計量器の需要も増え続けてきたが、近年ではIoTセンサーとして計量器が改
めて注目されている。このような時代の潮流で懸念されるのは、やはり、はかりの精度管理である。

言わずもがな、データがIoTの要であり、はかりから得られるデータが正しくなければ、どのようなAIも正しく育たな
い。新たな市場価値を求めるあまり、基本となる計量管理をおろそかにしては、将来、足元をすくわれかねない。
　加えて2020初頭に発生したコロナウイルスが計量業界のメンテナンスを一変させた。数多くのはかりを使用する
工場では、外部人員の立ち入りを控える中、メンテナンスもしなければならないというジレンマに悩まされている。コ
ロナが収束した後も、あたらしい形でのはかりの維持管理体制が求められていく。

　これに対し、田中衡機工業所（以下、田中衡機）では、はかりのリモートメンテナンスに取り組んでいる。もともとベ
トナムでの事業で利用していた遠隔からの機器の状態確認作業をヒントに、現場へ行かなくてもある程度、機器を
健康診断できるような仕組みを検討していた。修理対応はもちろん現地へ赴いて作業をすることは必要だが、あら
かじめ故障しそうな箇所の確認や故障箇所の予測ができるためはかりが壊れる前に備える事ができる。はかりの
故障は事業の停止を意味する企業も少なくはないため、突然壊れた場合に慌てるのではなく予定を立てての修繕
が可能になり、この些細な違いがとても大きな安心につながっている。

　また、機械の自動モニタリングによる24時間監視を実施している。故障してから顧客が連絡するのではなく、エン

計量協会各部会長より

　計量器部会長

　田 中　康 之 												
　【株式会社田中衡機工業所
　　　　　　　代表取締役社長】

株式会社田中衡機工業所の取り組みについて
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ジニアが先に検知・対応するといった副次的な利点も生まれた。取得した情報を自動的に情報管理ツールに転送す
ることによって、進捗管理を徹底し、問い合わせ漏れを防ぐ。顧客が気付かないような異常や些細な変化でもエンジ
ニアが迅速に確認、対応ができることによって、リカバリーまでの時間を極端に短くすることに成功した。
　同様に田中衡機で開発中の環境センサーである「スマートセンシング」で検証しており、今まで取得が難しかった
温度・湿度、振動などはかりに影響を及ぼす要素を数値で確認することが可能となった。これにより、はかりの故障
原因の特定のみならず精度に影響する要因を特定し、さらなる精度の向上・維持の研究開発に取り組んでいる。

　現時点で田中衡機では前述の監視機能をトラックスケール（パワートラッ
クスケール）のメンテナンスサービスで実用化している他、WIM（Weigh In 
Motion）事業とアグリ事業で検証している。WIM事業は主に2012年からベ
トナムで展開しており、現地の警察とも協力するなど信頼される製品に育っ
ている。田中衡機工業所のWIMは多くのパーツから成り立つ計量器を使っ
た総合システムとなっている。田中衡機の子会社であるTANAKA SCALE 
VIETNAMと連携を取りサポートを行っているが、ベトナムのエンジニアでさえ現場へ頻繁に赴くことができない状
態から整備が難しいことが課題であった。直近では、コロナウイルスにより日本人エンジニアがベトナム入国できな
くなる事態にまでなっている。これに対し、モニタリングを開始し状態把握を徹底した。実際に目で製品の状態を確
認できない現状だが、情報を管理することで製品の変化や現地の環境がより多く見えてきた。データを集めること
により製品の改善や新たな挑戦に舵を切ることができ、今まで築き上げてきた信頼という価値をメンテナンス不備
で失うことを防ぐことができた。
　一方、アグリ事業では先進的な挑戦をしている。豚の体重から肥育方法を分析するなど、こちらは計量データが
重要な要素となっている。実際の取り組みではクラウドを利用してデータの管理をしているが、そこへ現場のモニタ
リングの機能を追加した。豚の変化だけではなく、はかりの変化も記録することにより、不正確なデータが作成され
ることを未然に防ぐ。こちらの技術が飛躍することはもう少し先になると思うが、継続してデータを取り続ける事が
種となり、育った際には大きな財産になる。このようにAIやIoTといった先進の技術でさえも、正しい計量管理の上に
成り立っている。今後の産業の発展のためにも、今まで以上に正しく長く計量精度を維持することがはかりメーカー
として重要な仕事だと考えている。

　弊社の次の挑戦は、正しく計量したデータをどのように使用するかである。
使用中のはかり周辺のデータが集まることで、AIによる故障予知ができるよ
うになり、継続した製品改善で故障率を下げることが可能になる。はかりは
産業を支える基盤の一つでありインフラ設備である。その基盤を今後も強
固なものにするためにも、こういった業界間での技術共有やデータ共有など
が大切だと考える。
　その延長線として、はかりを設備として販売する事から、データを抽出する

IoTとして活用する事で、様々な業界で役立つデータインフラになると信じている。

　これらのデータはメンテナンスへの使用はもちろんのこと、最近では法定計量でもオンライン化が研究されてお
り、将来的に、遠隔検定が可能になる日が来ることも夢ではないのかもしれない。これらの夢を実現するためにも日
ごろの稼働データが有用であり、技術発展が急転する中でも、計量器の維持管理が基本である。

　最後に、はかりの付加価値が、「はかる事」から、多くの情報へのアクセスツールと変化し、情報ネットワークのノー
ドに変化する。今まで以上に様々な情報が集まる事で各産業に対して最適解を提供することができるようになる。
これまでは地域ごとに助け合いで発展してきた計量器業界が、つながることで日本のみならず世界規模で協力する
未来がすぐそこに来ていると感じている。
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　会員の皆様には、日頃より協会事業の運営につきまして、ご理解とご協力を賜りまして心より感謝申し上げます。
　今年は、COVID-19の日本を含め世界中の蔓延により、３密になる行動が大幅に制限されました。
　本部会の行事についても大幅な制限、見直しが必要となり、定時総会や部会理事会の対面での開催が不可能と
なり書面での決議、計量技術講習会が中止となりました。
　計量管理功労者、優良計量管理技術者、計量管理優良事業場の表彰について、例年は表彰式を開催し各表彰者
へ長年の功績を称えさせて頂いていたところが、本年度は３密回避のため、会場での開催ができませんでした。
　計量管理強調月間用ポスター・標語の募集及び審査については、実施させて頂きました。しかし選考については、
例年部会理事が集まり開催するところ、やはり３密回避で各理事の出張制限により開催することができず、メール
等の通信手段により選考会を代替しました。

　計量管理部会は、効果的な計量管理を通して、企業の合理化、品質の改善、および適正な取引、安全確保等に努
めることを目的とする事業場等で組織し、各種事業を実施することで、部会員の計量管理に関する普及・啓発とさら
には新潟県産業経済の発展に寄与することを目的としています。
　当部会理事で 構成されている委員会を中心にして、事業を担当理事が企画から運営まで行っています。事業を
通して業界の動きや計量管理情報の早期入手、各種の啓発・講習会への参加、さらには同業および異業種の部会員
コミュニケーションを通して有益な情報を得ることができます。これらはリモート会議の開催では実現しがたい部
分です。

　COVID-19に振り回された１年でありましたが、現在の状況で最善を尽くすとともに、蔓延が収束し１日も早く以前
のような活動を再開し、各事業所様のお役に立てるよう部会の事業を進めてまいります。

　計量管理部会長

　茶 谷　力 生 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
　【日本製鉄株式会社
　　東日本製鉄所　直江津地区
　　　設備部直江津設備室　主幹】

本年度の活動、取り組みについて
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　 一般社団法人新潟県計量協会を構成する４つの部会の内の１つである計量証明部会は運送や売買目的のため
の貨物の質量の計量証明の業を行う県内５２の一般計量証明事業者によって構成されています。
その業務を一言でいえば、計量を依頼された貨物の重量を大型トラックスケールによって計量し証明書を発行す
る、ということになります。
　そして計量に際しては当然ながらまず第一に「適正な計量」ということが求められます。
適正な計量とは、公平な取引維持のための最重要要素であり、公正性が確保された正確なものでなければならな
いことは改めて言うまでもありません、計量法第10条に「取引又は証明における計量をする者は正確にその物象の
状態の量の計量をするように努めなければならない」と明確に規定されているとおりです。
計量証明事業に携わる者は全て計量法に従い間違いない正確な計量に努めることというわけですが、私には、果た
してそれだけでいいのだろうか、という思いがあります。
　つい先頃も、10月31日朝のNHKTVニュースで過積載トラックの取り締まりが強化されると放送されていました。
過積載車両の通行が道路や橋を痛め危険な状態にしてしまうからですが、過積載の及ぼす悪影響はそれだけでは
済みません。平成30年９月に千葉で発生した過積載トレーラーの横転事故は、乗用車の３名の命を奪うなど、重大
な違法行為であると同時に人命にまで重大な影響を与える危険な行為です。
　こういった過積載車両が一般道路に出る前に本当に一度も計量なしで本人も過積載に気が付かなかったのだろ
うかと考えるとき、恐らくそのうちの大半は、キチンと計量を済ませ本人もシッカリ過積載を承知しての上での運転
だったと考えるのが普通だと思います
　しかし若しもそうであるのなら、その時その過積載車両を計量した計量者が過積載だから計量証明書の発行は
出来ない、と適正重量になるまで積荷を減らさせていたら、事故は起きなかったかも知れないし、命を落とす被害
者も出なかったのではないでしょうか。
　計量が適正に実施され表示された重量が正確に印字された証明書さえ発行してしまえばそれが例え過積載状
態であっても計量証明事業者としては十分な仕事をしたということで後は過積載であろうがなかろうがそれに関わ
る資格も権利もない、というのはそれはそれでその通りかも知れませんが、私にはいかにも無責任という気がしてな
りません。
　道路交通法では過積載に対する罰則を運転手と其の雇用主と荷主の三者に対して課す様になっていて、過積載
車両に過積載のままの計量証明書を発行し渡した者には何のお咎めもなく法律的には何ら問題は生じませんが、
果たして本当にこれで良いのでしょうか。
　計量には「適正な計量」が求められると初めに紹介しましたが、この「適正」とは「単に正確性を追求する」だけで
はなく、コンプライアンスを重視する時代であることを考え併せれば、「適正な計量とは、計量法のみならず全ての
法律に対して適正な計量をいう」といった方向に法律改正も含め世の中全体が変わっていく必要があるのではない
でしょうか。
　それができれば命を落とすような事故も減り、橋や道路の疲労進行を遅らせ延命化が図れることにも繋がると思
いますし、私は変わっていくべきだと思っています。

　計量証明部会長

　宮 田　康 雄 												
　【株式会社宮田才吉商店
　　　　　　　代表取締役社長】

計量証明事業者として過積載を考える
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 　今年に入って早々からコロナウイルスの感染が全世界に蔓延していったことで各種会合など３密になる行動を
制限せざるを得ない状況下となりました。
　当部会においても会議・行事などを制限することになり「指定定期検査機関の日」の延期を決めました。しかし定
期検査が始まったこと等から今年度の開催を見送ることになったことはとても残念でした。
　定期検査は猛暑や悪天候の中での検査日があったにも関わらず、計画通り無事故で検査業務を完遂することが
出来ました。これもひとえに業務に関わった計量士各位の頑張りと、検査補助員並びに事務局の献身的な業務遂
行により成し得たものと感謝しています。
　定期検査業務において特筆することは、高精度はかりの検査を集合場所検査から設置場所での検査に切替たこ
とが挙げられます。これまでの懸案事項が回避され、安定した環境下での検査ができることになりました。今後は
受検者の設置場所を確認できることで検査だけでなく環境などのアドバイスもできることが期待されます。今後と
も検査業務に関わる問題点を無くする努力を継続していきたいものです。

将来に向けた取組
　当部会の計量士育成は急務となっていますが、同時に計量士の平均年齢が高いことも承知のことと思います。将
来に向けた取組として計量士の定年制導入を提案したいと考えています。今迄は計量士からの意思表示で協会の
仲介を経て計量士が入れ替わってきました。
　今後とも計量士の意思を尊重することは当然ですが、計量士の定年を考慮した体系を明確にすることでバック
アップ体制のとれる組織にしていくことが可能になるものと考えています。個人から組織による体制のもとで安心し
て働けるようにしていきたいと思いますがどうでしょうか。病気や怪我など急な時の支援体制をどうするかが大切で
す。御一考してみてください。

計量士のレベルアップ
　会員計量士は定期検査を主とする計量士と適正計量管理事業所の委託計量士、この両方を担当している計量
士が活躍しています。
　適正計量管理事業所の計量士は事業主組織においての計量管理を最適化していく使命をもって業務していま
す。そのためにも各自の業務遂行能力を向上させていくことが望まれています。そこで教育の実施を通じ、更なる質
の高い業務ができるように計量士のレベルアップを目指していきたいと考えています。

最後に
　まだまだコロナ禍の状況が続いていくことが想定されています。皆さんも感染予防には充分に留意されて計量士
としての業務に邁進していってもらいたいと願っています。

　計量士部会長

　島 田　茂 和 												
　【計量士】

一年を振り返って
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　はじめに自己紹介をさせていただきます。
私は、平成6年12月8日に株式会社新潟計量システム（旧 株式会社松川計量器店）に入社をいたしました。当時は計
量に関する知識はほとんど無く、仕事を通じ毎日が勉強でした。平成17年8月に計量士の資格を取らせていただく
事ができ、現在も計量士として仕事を行っております。
26年もの間、計量に係ってこられたことについて過去を振り返りながら綴っていきたいと思います。
　１． 入社してから計量士の資格を取るまでの約10年半について

　　入社時から現在も現業部という部署で働いております。主にはかり（質量計）の整備・検査業務を担当して
おり、当時は電気式のはかりより機械式のはかりの方が多く、その時代に先輩方から教えていただいた機械
式はかりの構造や原理などは現在も大変役に立っております。

　　この頃から電気式のはかりが多く出回るようになり、機械式のはかりから電気式のはかりに転換されて行
く移行期だったように思えます。

　　電気式はかりの重量検出器は主にロードセルというセンサーが使用されていて、それらの原理についても
先輩方より詳しく教えていただく事ができました。

　　また、入社するおよそ1年前の平成5年11月1日に計量法の改正が行われ、はかりにH,M,O級の等級付けが
なされ、検査の方法（検則）も改訂されました。分銅については今までの補助分銅から実用基準分銅に変わ
る事となります。

　　これらの改正をきっかけに、はかりの検査方法の見直し及び質量標準管理マニュアルに則った実用基準
分銅の校正などに係って行く中で、計量法について徐々に理解を深めていったように思えます。

　　実用基準分銅の校正にあっては、今まで使用していた基準天びんからマスコンパレーター（電気式質量
比較器）に変わり、それを用いた校正方法の変更などについて、質量標準管理マニュアルの改訂に係る事に
なり、ますますの理解を深める事が出来ました。

　　この頃は、はかりや分銅の検査業務と並行して一軸試験機の校正業務にも深くかかわる事になります。一
軸試験機の校正は計量法とは異なりJIS B 7721（当時はJIS B 7733）というJIS規格で校正を行います。

　　JIS規格の内容を理解して試験機校正を行なう事は、なかなか大変ではありましたがやりがいのある仕事
でした。一軸試験機の校正を通して校正手順の確立やエクセルを用いた校正ソフトの作成などを行って円
滑に校正業務が行えるようになり、現在は多くの社員が校正作業に加わり、そして一定量の校正業務依頼を
受けております。

会員のひろば

株式会社新潟計量システム

　計量士

　川 村　真 治 												

計量に係る仕事をした26年間を振り返る
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　２． 計量士の資格を取ってから現在まで
　　会社から多大な支援を受け平成17年8月に計量士の資格を取る事ができました。
　　最初の頃は企業や商店、病院・薬局等の代検査業務が主な仕事でした。代検査に関しては過去に会社の方

で依頼した外部の計量士に同行し、補佐的な仕事は長年行なって慣れていると思っていたのですが、いざ自
分が計量士として合否の判定を付けるとなると責任重大な仕事だなあと感じた事を憶えております。

　　時を同じくして（一社）新潟県計量協会が新潟市より指定定期検査機関として指定され、その定期検査に
係る仕事についてもお手伝いする事になります。

　　新潟市については主に巡回検査が主体となる為、お客様の所在位置を把握するためにたくさんの地図作
成を行い検査に役立てました。また計量協会所属の検査計量士として使命感を以って業務に従事し、公平
な検査を行って受検者に信頼されるよう努めました。

　　次に挑んだ仕事はJCSS校正事業者認定です。計量法ではトレーサビリティの制度があります。いわいる
JCSS（計量法トレーザビリティ制度）です。

　　いろいろな量についてトレーサビリティ制度が確立されていく中で会社の方でも、はかりについて校正事
業者認定を取ることになり、センター長をリーダーに認定取得に向け挑戦する事になります。

　　トレーサビリティ制度は同じ計量法の制度ですが、その内容はかなり異なります。定期検査は公差を基準
にして合否の判定を付けますが、JCSSでは不確かさを含めた校正結果を出す為の技術能力が問われます。
文字にすると簡単なようですが、これがなかなか大変な作業で、かなりの労力をつぎ込まなければなりませ
んでした。

　　その甲斐あって何とか2009年1月29日にはかり校正事業者として認定を受ける事が出来ました。当時私
が行なっていた技術的な管理部門は現在後輩計量士が受け継ぎ、毎年校正件数を伸ばすことが出来ており
ます。

　　さらに平成24年10月から化学製品製造工場、平成27年6月から建設材料製造工場の適正計量管理事業
所の登録計量士としての業務も行いました。

　　今まで計量器は検査を行う対象として接しておりましたが、工場等で使用するはかりは、要求される規格
に合った品質の製品製造及び正確な量目管理の為に使用されております。今度は使う側からの目線で使用
する計量器の検査方法及び使用方法、量目管理の方法、日常点検の方法、検査に使用する分銅の管理方法、
計量管理主任者教育等を通じて事業所の計量管理のお役にたてるやりがいのある仕事になりました。

　　両工場の登録計量士の仕事は終了しておりますが、私にとってはとても貴重な経験となりました。
　　現在は通常業務の他、（一社）新潟県計量協会の委託で新潟市定期検査業務及び計量証明事業所の計

量証明検査に代わる代検査業務並びに、（一社）日本計量振興協会の検査員として、一軸試験機JCSS校正
の仕事も合わせて行っております。

　３． 最後に
　　計量士の資格を取得してから現在まで、計量士にしかできない様々な仕事を行ってきました。そのどれも

がチャレンジングでやりがいの有る仕事です。そして計量士になったおかげで、たくさんの人との出会いもあ
り感謝しております。

　　平成12年8月9日に現在の計量法に改正され、特定計量器検定検査規則はJIS B 7611-2に移行されて運
用されており、およそ5年毎に見直しされています。

　　今後はホッパースケール、充填用自動はかり、コンベアスケール、自動捕捉式はかりが特定計量器に加わり
検定の対象となるなど、計量に係る環境もますます変化していくと思われます。そんな時代の変化に対応し、
お客様や会社の方々から必要とされる存在で有りたいと考えると同時に、計量法の「計量の基準を定め、適
正な計量の実施を確保し、もって経済の発展及び文化の向上に寄与する」の大目的を達成するため、微力な
がら協力できればと思っております。
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　新潟県計量検定所におきまして、4月1日付で人事
異動が行われましたので、お知らせいたします。

【令和２年４月１日現在】
所　　　　　長 西　片　一　喜
次長兼業務課長 中　嶋　正　詔
  （長岡企画振興部より）
業務課課長代理 佐　藤　　　強
  （新潟県税部より） 
主　　　　　査 田　中　一　弘
主　　　　　査 坂　内　稔　之
主　　　　　任 大　野　美　和
主　　　　　事 長谷川　大　誠
  （加茂病院より）
主　　　　　事 広　田　悠　斗
主　　　　　事 髙　橋　楓　衣
会計年度任用職員　　中　野　昌　英
※〔退職者〕
次長兼業務課長 佐久間　　　宏
※〔転出者〕
業務課課長代理 石　川　祐　二
  （小千谷維持管理事務所へ）
主　　　　　任 玉　木　　　満（税務課へ） 

　所　長　　☎ 0256−36−2241
　次　長　　☎ 0256−36−2242
　業務課　　☎ 0256−36−2240
 2243
 2244
　ＦＡＸ 0256−36−2249
　ＵＲＬ　https://www.pref.niigata.lg.jp/site/keiryo/

　今年も後わずかで子から丑にリレーされます。
　振り返ってみますと、コロナ一色の一年でありまし
た。計量協会としての事業もほとんど出来ないまま、総
会も縮小して行われました。ただ定期検査が予定通り
できたことは、関係する皆様に感謝しかありません。あ
りがとうございました。
　この間コロナ禍において「ソーシャル・ディスタンス」

「クラスター」「ロックダウン」等々、聞きなれない言葉
の連続でした。このような言葉の氾濫に疑問を呈する
新聞の投稿もいくつかあったと記憶しています。
　こと我々計量関係者に当てはめてみますと、事業所
や受検者に対してわかり易い言葉で説明しているの
か、専門用語を多用していないか、このような言葉を聞
き胸に手を当てるところです。
　来年は牛年です。ゆっくりとわかり易い説明を心掛
け、適切な対応に努めたいと思っております。
　東京オリンピックが無事開催されること、皆様が健
やかに新年を迎えられることをお祈りしております。
来年もよろしくお願いします。

◇協会職員の紹介◇

専務理事・事務局長
高　橋　宏　明

検査課長（計量士）
金　井　　　悟

技師（計量士）
早　川　忠　孝

総務課長
小　島　奈美江

書　記
渡　辺　恵　子

計量検定所人事異動について

計量検定所の組織
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［定　　款］

理　事　１５人以上２２人以内   

監　事　２人   
［注］ 理事の内、会長１人、副会長５人以内、

専務理事１人

特 別 会 員

計 量 士 部 会　部会長

計 量 証 明部会　部会長 一般計量証明事業者

（一社）日本計量振興協会計量士会の会員計量士

会　　　長 監　　事

理　事　会 副　会　長 顧　　問

専 務 理 事 参　　与 特 別 会 員

［事　務　局］ ［検査部］
事務局長・総務課長 検査課長・技師・書記

部会長［副会長兼］
計 量 器 部 会

部会長［副会長兼］
計 量 管 理 部 会 計 量 証 明 部 会

部会長［副会長兼］
計 量 士 部 会

部会長［副会長兼］

［理　事　会］ 顧　　　問

会　　　長　（1名） 参　　　与 ［役　　員］

会　長　１人   副　会　長　（5名）　
副会長　５人以内

専 務 理 事　（1名） ［会長、副会長、専務理事含む］

理　　　事　（15名）
［事　務　局］

事務局長　（１名）

［監　　事］（2名）  

総務課長　（１名）

検査課長　（１名）

技　　師　（１名）

書　　記　（１名）

計 量 器 部 会　部会長 計量器の製造、修理及び販売等を行っている事業者並びに部会に賛同する会員

計 量 管 理 部 会　部会長 適正計量管理事業所及び計量器使用事業所並びに部会に賛同する会員

部会制

〒955-0046
三条市興野一丁目13番45　新潟県三条地域振興局内（3階）
	電話番号	 0256-36-2354
	Ｆ Ａ Ｘ	 0256-36-2605
	Ｅ-ｍａｉｌ	 keiryokyoukai-ni@ap.wakwak.com
	Ｕ Ｒ Ｌ	 http://keiryou.jp/index.html
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